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ＡＤＲ機関による任意の選択 

認証の申請せず 

不  認  証 

従前どおりの効果 
 

（認証を受けないこと 
による不利益なし） 

認        証 

認証主体への認証申請 

認証紛争解決業務 紛争解決業務 
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認証の要件を審査 

不適格事由の有無 

認証基準の適合性 

認証を受けた機関の義務 

監
督(

報
告
・
調
査
等) 

従前以上の義務なし 

認証による法律上の効果 
  ----------------------------- 

付加的な要件・手続の下での 
成立した和解の執行力 

認証取消し(義務違反等) 


